
〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続条例適用）

概要又は名称
様式４

【管理番号】
合計期間 経由機関 協議機関

3条_農1 農政部
みやぎ米推進

課
主要農作物種子条例 ｼｭﾖｳﾉｳｻｸﾌﾞﾂｼｭｼｼﾞｮｳﾚｲ 8

指定採種団体の指

定等
●主要農作物種子条例第8条 60601 － － －

3条_農2 農政部
農業改良普及

センター
主要農作物種子条例 ｼｭﾖｳﾉｳｻｸﾌﾞﾂｼｭｼｼﾞｮｳﾚｲ 12

特定種子生産ほ場

の審査

●主要農作物種子条例第12条

●主要農作物種子条例事務取扱要領第7､8､9条

●宮城県主要農作物種子審査要領

60602 － － －

3条_農3 農政部 畜産課 公共育成牧場条例 ｺｳｷｮｳｲｸｾｲﾏｷﾊﾞｼﾞｮｳﾚｲ 03-1 岩出山牧場使用許可

●家畜伝染病予防法第１２条の３第２項

●家畜伝染病予防法施行令第４条

　同法及び同法施行令に基づく「飼養衛生管理基準（牛､水牛､鹿､めん羊､山羊）」Ⅵの

１４及び１５

60701 30 (20) －

3条_農4 農政部 農村整備課
土地改良財産の管理及び

処分に関する規則

ﾄﾁｶｲﾘｮｳｻﾞｲｻﾝﾉｶﾝﾘｵﾖﾋﾞｼｮ

ﾌﾞﾝﾆｶﾝｽﾙｷｿｸ
16

土地改良財産地区

編入の承認

「公有財産事務取扱要領」

「土地改良財産の管理及び処分に関する規則運用方針｣(平成4年4月1日耕第5号）
60901 30 地方振興事務所 －

許認可等の名称

審　査　基　準 標 準 処 理 期 間（日）

備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧

整理番号 部局名 所管課室等 根拠法令
根拠法令

（ｶﾀｶﾅ）
根拠条項

 07農政部　1／1


